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 ６ 環境農林委員会における柳下礼子県議の質疑 

2017 年３月６日 

◆知事提出議案関係の付託議案に対する質疑

（環境部関係） 

 

Ｑ．柳下委員 

１ 地球温暖化対策推進費で８４７万５千円の

減額補正をする理由は何か。 

２ 中小企業対策として、ＬＥＤを付けるとき

などに一部を補助する制度はあるのか。また、

その件数、活用効果について伺う。 

３ 地域エネルギー推進事業費で４８８万４千

円の減額補正をする理由は何か。国庫補助と

の関係はどうなっているのか。また、特に規

模の小さい企業への補助はどうなっているの

か。 

４ 地域エネルギー活用としては市民共同発電

の普及推進が重要であると考えるが、補助件

数と額はどのようになっているのか。 

 

 

Ａ．エコタウン環境課長 

１ 地球温暖化対策費については、エネファー

ムなどの省エネ設備をＨＥＭＳとともに導入

する場合に補助するというものだが、当初見

込みの１，０００件が９００件となる見込み

のため、減額をお願いするものである。 

３ 再生可能エネルギーの設備導入を当初は６

件見込んでいたが、３件の補助にとどまり、

減額が必要となったためである。国庫補助と

しては、本県内で５件の補助実績があるが、 

このうち２件は複数年度にまたがるものであ

り、本県の補助対象とはならなかった。ま 

た、小規模の案件を見込んでいたが、３件と

も工場で、比較的規模の大きな案件である。

今後も、幅広く小規模の企業についてもフォ

ローしていきたいと考えている。 

４ 市民共同発電については、平成２１年から

行っているもので、平成２８年度は４件で２

７２万１千円の補助をした。 

 

 

Ａ．温暖化対策課長 

２ ＬＥＤ化を行うなどの中小企業への補助に

ついては、平成２２年度から実施している。

直近３か年の申請件数では、平成２６年度８

２件、平成２７年度１５５件、平成２８年度

８６件となっている。効果としては、年間Ｃ

Ｏ２削減量が約１，６１０ｔとなっている。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

住宅用省エネ設備は多額の費用がかかる。エ

コタウンプロジェクトを行うことで、住民の省

エネへの取り組みや地域エネルギー創出への意

識は変わっているのか。また、省エネ設備の１，

０００件の補助見込みが大幅に減っているが、

この辺りの検証はどうなのか。 

 

 

Ａ．エコタウン環境課長 

省エネ設備の補助については、エコタウンプ

ロジェクトとしてではなく、全県の補助として

実施している。エネファームなどの省エネ設備

はＨＥＭＳと合わせて補助対象としており、こ

れまでの３年間の結果について、今後もきちん

と検証していく。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

住民参加型の地域エネルギーの利用促進につ

いてはどうか。 
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Ａ．エコタウン環境課長 

住民参加型の取り組みとして、エコタウンプ

ロジェクト等の事業も進めている。これまでの

家庭部門に対する取り組みは啓発が中心であっ

たが、それだけではなかなかＣＯ２を削減でき

なかった。そこで、家庭に省エネ設備を導入し

ていただくことでＣＯ２の削減を進めていきた

い。現在、地域を限定して重点的に実施してい

るが、それをどのように他地域へも拡大させて

いくのかが課題である。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

本県には中小企業が多い。中小企業が環境対

策に協力することで、経営もうまくいくような

総合的な支援について、どう考えるか。 

 

 

Ａ．温暖化対策課長 

中小企業は、本県の産業・業務部門のＣＯ２

排出量の約半分を占めており、その対策は大変

重要であると認識している。ＬＥＤ化を行うな

どの中小企業への補助金のほかにも、省エネの

専門家を無料で派遣する省エネ診断の実施や、

セミナーにより、成功事例を広めるなど中小企

業対策を行っている。今後とも様々な手段を講

じて、中小企業を全面的にバックアップしてい

く。 

 

 

 

◆調査事項に関する質疑（環境部関係） 

 

Ｑ．柳下委員 

１ 地元所沢の柳瀬川でアユ６，０００匹を放

流して、翌年、３００匹が川に戻ってきたた

め、焼いて食べるなどのイベントを行った。 

  水質が良くなってきていることを実感し 

 て、行政の努力はすばらしいという声が上が

るとともに、もっと上流まできれいにしてほ

しいという声もあった。河川の水質保全の推

進と川の再生活動の推進に係る施策指標であ

る「アユが棲める水質の河川の割合」につい 

て、今後の見通しと県民の受け止めについて

伺う。 

２ 食品はポリエチレンなどで過剰包装されて

おり、夏はペットボトルが大量に排出される。

パソコンやスマホを買い換えれば接続コード

などは古いものが使えない。製造段階から使

用後の処分についても考えることが、製造者

の責任だと考えるがどうか。 

 

 

Ａ．参事兼水環境課長 

１ アユが棲める水質の河川の割合であるが、

平成２７年度は９４地点中８４地点、８９％

で達成した。これを平成３３年度に８７地点

で達成、９３％に持っていくことを目標とし

ている。一方で、７つの地点についてはその

河川を取り巻く個別の状況から難しいと考え

ている。柳瀬川ではアユの遡上があり、入間

川等では魚道等の整備も進んでいると聞いて

いる。アユなどの魚の生息範囲が広がってい

ることで県民も水質の改善を実感しているの

ではないかと考えている。水質改善に向けて

は、生活排水対策として、特に合併処理浄化

槽の普及を強力に進めている。さらに、県民

の皆様に、川のきれいさを享受してもらえる

ように努力していきたい。 

 

 

Ａ．資源循環推進課長 

２ 企業の取り組みについては、「環境と経済発

展の好循環の創出」の項に書いてある。事業
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者も瓶を薄くしたり、レジ袋を軽くしたりす

るような取り組みをしているところもあるの

で、県としてもＰＲしていきたい。また、市

町村は容器包装リサイクル法の施行に努めて

いるため、しっかりと支援していく。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

私たち消費者は、分別やリサイクルをした 

り、バザーに持って行くなどいろいろやってい

る。しかし、一番大きなポイントは、製造の段

階からごみを出さない仕組みを作ることである

が、国に要望できないか。 

 

 

Ａ．資源循環推進課長 

製造者がしっかりと行うことが重要なので、

県内外の事業者が取り組んでいくよう、国への

要望を行っていきたい。 

 

 

 

◆知事提出議案関係の付託議案に対する質疑

（農林部関係） 

 

Ｑ．柳下委員 

１ 第４４号議案について伺う。私はこの間の

委員会視察で、内装木質化の本当にすばらし

い施設を見て感動した。一方、狭山市では、

公民館を木材で造ろうと補助金の要望をした

が、減ってしまったと聞いている。木は体に

も良いし、森林の豊かな日本なのだから、全

体のパイを大きくするため、国に補助金拡充

を働き掛けるべきである。また、国が拡充し

ないならば、県として独自に頑張るというこ

とも必要と考えるがどうか。 

２ 県の役割は、農家の方たちが、意欲を持 

て、食べることができ、後継者ができる農業

にしていくことだと思うが、農業後継者育成

対策費が２，２５６万４千円の減額補正とな

っている理由を伺う。また、新規就農者認定

の対象は４５歳までが原則となっているが、

高齢者が非常に多かったり、中山間地であっ

たりするなど、地域の実情によっては意欲が

あれば４５歳を少し過ぎていても、協議に応

じると国も言っている。県の場合、これまで

４５歳を過ぎて給付を受けられなかったケー

スはあったのか、さらに、特別な事情がある

場合等について、国と協議したことはあるの

か。 

 

 

Ａ．森づくり課長 

１ 公共施設の木造・木質化は、民間への波及

効果やＰＲ効果が高いため、引き続き推進し

ていく必要がある。今後、国に対してあらゆ

る機会を捉えて、他の都道府県と連携しなが

ら、十分な予算の確保と補助事業の拡充を強

く求めていく。 

 

 

Ａ．農業支援課長 

２ 農業後継者育成対策費の主な減額の理由は、

青年就農給付金の減額などである。青年就農

給付金は、できるだけ多くの方に御活用して

いただくということで制度の説明等、周知に

努めてきた。今年度については、これまでで

最も多くの方に御活用いただいているが、給

付総額は予算額を下回って減額になった。ま

た、４５歳以上で給付を受けられなかったケ

ースについてであるが、就農希望者に対して

は、この制度の説明等を丁寧に行っている。

制度を十分理解していただいた上で、就農を

支援しているので、給付を受けられなかった



2017 年２月定例会 県政資料 134 号 

 
- 60 - 

 
 
 

ケースというのはない。また、国との協議に

ついては、具体的な事例がないので行ったこ

とはない。公共施設の木造・木質化は、民間

への波及効果やＰＲ効果が高いため、引き続

き推進していく必要がある。今後、国に対し

てあらゆる機会を捉えて、他の都道府県と連

携しながら、十分な予算の確保と補助事業の

拡充を強く求めていく。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

新規就農総合支援事業の制度の利用者が増え

ているということであるが、就農準備給付金事

業の予算としては４０人で１５０万円、市町村

に対しても３市町村で３２万７千円、就農開始

給付金事業が１４０人で１５０万円という当初

予算になっている。減額補正する具体的な中身

について伺う。 

 

 

Ａ．農業支援課長 

給付金については、準備型という研修中に給

付する給付金と経営を開始した後に給付する経

営開始型の給付金があり、経営開始型の方が予

算額を下回った。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

人数が増えているということだが、人数が増

えていて給付額が決まっているとしたら予算が

余るはずないと思うがどうか。 

 

 

Ａ．農業支援課長 

準備型については、枠を４０名から５０名に

拡大するため、今回増額補正をさせていただい

ている。また、経営開始型については、予算を

下回る見込みなので減額補正している。経営開

始型については、年度をまたぐ給付対象者など

もいるので１年間１５０万円ではなく、例え 

ば、年度をまたぐと半年分ずつ７５万円ずつを

今年度と来年度で給付するという仕組みとなっ

ている。このため人数は若干増えているが全体

での予算額は下回った。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

先ほど４５歳を過ぎた人については事例がな

いという答弁だった。私が１２月の一般質問で

取り上げたが、県平均と比べて高齢化率が非常

に高く、中山間地である小鹿野町で一所懸命キ

ュウリを作っている人が、４５歳を半月過ぎて

いたので、給付を受けられなかった。部長から

は、農業後継者を増やすため、要件緩和を国へ

働き掛けるという答弁を頂いており、引き続き

行ってもらいたいがどうか。 

 

 

Ａ．農業支援課長 

要件の緩和については、機会を捉えて国に要

望している。引き続き要望していきたい。 

 

 

 

◆議員提出議案関係の付託議案に対する質疑

（議第３号議案） 

 

Ｑ．柳下委員 

1 昨年５月から、プロジェクトチームを作り、

視察や調査研究をして、すばらしい条例案を

出されたことに敬意を表したい。知り合いの

農家に意見を聴いたところ、細かいところま

で記載されていると評価していた。条例に 

は、職員の確保と財政的な裏付けが入ってい
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るので、執行部においては具体化してほし 

い。（要望） 

２ 私も長く議員をやっているのでいろいろな

所へ視察に行ったが、特に大雪が降ってハウ

スが倒壊したときなどは大変だった。特に中

山間地農業への支援が必要だと思うが、どの

ように検討し、条例にどのように反映してい

るのか。 

３ 持続可能な農業として希望を持ってもらう

ためには、青年新規就農者に対する支援が必

要であるが、特別な支援、例えば所得を確保

する給付金の拡充などについて、どのような

検討をしたのか。条例では、高齢者、女性な

どがあるが、新規就農者については、条例の

どこに反映されているのか。 

４ 第２２条に「財政上の措置を講ずるよう努

める」とある。１２月１３日の加須市議会で、

「『農業者戸別所得補償制度の復活』を求める

意見書」が出ていることを御存じか。また、

「米作って飯食えない」という生の声を私は

聴いているが、このことについて、どう考え

ているか。さらに、農家の生の声を聴いてい

ると思うが、提案者が実感を込めて受け止め

ていることを伺う。 

 

 

Ａ．白土議員 

２ 中山間地農業への支援については、第１７

条の農山村の振興に関する施策の「農山村に

おける生産基盤及び生活環境の整備の推進そ

の他の必要な施策を講ずる」という条文に含

められていると考えている。中山間部は、た

め池など老朽化で非常に危ない農業基盤があ

る。農業基盤整備について特段の配慮がない

となかなか前に進められないという思いを込

めさせていただいている。 

３ 青年の新規就農者への個別の支援策につい

ては、第９条第２号において「新たに就業等

をしようとする者」への支援等を定めている

ことを受け、今後、執行部において具体的な

施策で対応していただきたいと考えている。

また、視察などで、後継ぎの問題や、青年新

規就農者と同様の支援を求める声を受け、持

続可能な農業経営をするための支援をしっか

りと行わなければならないということを、こ

の条例に込めさせていただいている。 

４ この２０年間で、農林部の関係予算は 

６６％減少、人員は４０％減員という厳しい

状況の中で、農林関係者には御努力いただい

ている。未来を考えて、試験研究の充実や、

ため池などの老朽化対策、農業基盤整備など

を充実させたいという思いを込めて、第２２

条の財政上の措置を規定した。個別具体的な

施策については、執行部が、この条例を踏ま

えて進めていくと思うので、ここでは控えさ

せていただく。生の声を聞いて、実感したの

は、専門的な人員、相談を受ける普及員が少

なくなっており、農業生産者は困っているこ

とである。また、ブランド化が進んでいない

ことである。具体的に申し上げると、牛肉で

は彩さい牛、深谷牛などいろいろブランドが

あるが、一律で埼玉の牛肉ということで押し

出していない状況にある。繰り返しになる 

が、農業基盤整備についても、２０年前と比

べて、約半分ぐらい予算が落ち込んでいる。

復活まで時間がかかると思うが、しっかりと

未来につながるような農業基盤整備をしてい

ただきたいと思いを込めて条例を作成した。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

答弁漏れがある。加須市議会の「『農業者戸別

所得補償制度の復活』を求める意見書」につい

ては御存じか。この意見書によると、米６０ｋ
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ｇ当たりの米価は１万１，０４０円、生産費は

１万５，３９０円で、農家は米１俵を作ると約

４，０００円の赤字であるとのことである。米

農家を守るため、人や研究費予算を増やして、

いい米を開発してブランド化していくという思

いがこの条例に込められていると認識している

が、それでよいか。 

 

 

Ａ．白土議員 

お考えはごもっともだが、加須市議会の意見

書については承知していない。また、個別具体

的な施策については、条例を踏まえて執行部で

実施することを想定している。特別の配慮をす

ると規定されていることで、御理解いただきた

い。 

 

 

 

◆所管事務に関する質問 

（彩の国資源循環工場の不法投棄問題について） 

 

Ｑ．柳下委員 

１ 決められた場所に置かないのは不法投棄で

ある。毒性がないからといって、不法投棄で

はないというのはおかしいのではないか。 

２ これだけ問題になっているのに、この委員

会に対して、資料の提出や説明がないのは問

題である。後で配るのではなく委員会の開催

中に資料を配布するべきではないか。 

 

 

Ａ．環境部長 

１ 不法投棄は法律の用語であり、即取消処分

である。今回は法律に反する不適正な行為で

あるが、法律上の不法投棄には当たらない。 

２ 環境省に報告する資料は大至急作成し配付

する。報告が遅れたことについては、申し訳

ない。 

 

 

委員長 

これは大変重要な問題である。執行部は丁寧

に資料を作成して、報告すること。 

 

 

柳下委員 

委員長が言ったとおりにしていただきたい。

この資源循環工場ができたときは、ものすごい

反対があった。住民も厳しく監視をしている 

し、住民に報告することにもなっている。 

自分の敷地にまいて、すぐ片付けたとしても

これは不法投棄である。 

 

 

環境部副部長 

我々は、専門職のため、法律上の概念にこだ

わるところがある。法律上の概念では、不法投

棄イコール取消処分である。そういう意味では

取消処分をするほどの不法投棄ではないと考え

る。ただ、許可に違反する不適正な行為である

ので厳重に指導したところである。 

 

 

委員長 

執行部は後ほど、柳下委員にしっかりと御説

明をしておくようにお願いする。 


